
 

 

                  【郡山市男女共同参画センター報道資料】 

 

 

 

 

 

 

 

  女性の相談員や弁護士が、夫婦関係から法律的なことまで様々な相談に応じます。 

 

 １ 相 談 内 容   

 （１）夫婦関係の悩みや福祉制度、ハラスメントの相談 

   ① 日  時  10 月７日（月）・26 日（土） 

           午後１時～４時 

   ② 対象・定員  女性 各日３名（相談時間１時間） 

 

 （２）就労相談 

   ① 日  時  10 月 16 日（水） 

午後１時～４時 

   ② 対象・定員  女性 ３名（相談時間１時間） 

 

 （３）法律相談 

   ① 日  時  10 月 29 日（火） 

           午後１時～４時 

   ② 対象・定員  女性 ６名（相談時間 30 分） 

 

  ※（１）、（２）は女性相談員が、（３）は女性弁護士が相談に応じます。 

 

 ２ 会    場  郡山市男女共同参画センター（さんかくプラザ） 

 

 ３ 相 談 料  無料 

 

 ４ 申込開始日  10 月１日（火） 

 

 ５ 申 込 方 法  電話・窓口で午前８時 30 分～午後５時 15 分までに郡山市男女共同参画センターへ 

（先着順） 

 

  

「女性のための相談日」を開催します 

令和元年９月 26 日 

郡山市男女共同参画センター 

 （公益財団法人郡山市文化・学び振興公社） 

担当：橋本 拓也 

T E L：924-0900 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１    


